
0 

 

 
 

 

 

資料② 



- 1 - 

はじめに 

 

 本市の食物アレルギーをもつ児童生徒及び園児（以下児童生徒等という。）

への対応は、小中学校及び保育園のみならず、市全体で対応すべき事柄である

との認識から、平成３０年９月に「あま市給食における食物アレルギー対応の

基本方針」（以下、基本方針という。）を定め、全市的に対応しているところで

す。基本方針では、食物アレルギーを有する児童生徒等にも給食の提供を行う

ことが示され、その安全性には十分に配慮することとされています。 

 本マニュアルでは、基本方針で定めた事項を基に、実際にどのように対応し

ていくのかはもちろん、予防方法やもしもの時の対応等について定めるもので

す。 

 

 

   

 

 食物アレルギーを有する児童生徒等にも給食を提供する。そのためにも

安全性を最優先とし、以下の７点を給食における食物アレルギー対応の基

本とする。 

 

（１） 安全性確保のため、食物アレルギーの原因食物の完全除去対応（提供

するかしないか）を原則とする。 

（２） 調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲンや、注意喚起表

記（食品表示法）程度の量のアレルゲンの混入では、食物アレルギー症状

を発症しない児童生徒等を対象とする。 

（３） 食物アレルギーを発症すると、特に重篤度が高い食品（そば、落花生）

は、献立には使用しないこととする。 

（４） 学校給食センターでの除去食の提供は、卵・乳の２品目とする。 

（５） 食物アレルギーを有する児童生徒等の人数が多い食品（卵・乳・え

び・かに）は使用頻度を減らす。 

（６） 加工食品は必ず詳細な原材料配合表を取り寄せる。 

（７） アレルゲンとなる食品を使用する場合は、できる限り分かりやすい献

立名とする。 

 

  

以下、基本方針を一部抜粋。 
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1. 申請について 

(1) 申請の流れ 

(ア) 学校教育課給食係（以下、学校教育課という）は、次年度の対応について各小中学

校長へお知らせする。【文書１】(P30） 

 

(イ) 各小学校は、毎年の就学時健康診断（新１年生）の際に、学校における食物アレル

ギー対応の実施内容をお知らせする。【文書 2】(P31）各小学校は、対応を希望す

る方と在校生で既に対応履歴のある方に申請書類を配付する。【文書 3】(P32） 

 

(ウ) 食物アレルギー対応等を希望する児童生徒の保護者は、必要書類を添付して各小中

学校へ申請する。【様式１】(P36）【様式２】(P40） 

 

(エ) 各小中学校は、保護者から提出された申請書類をとりまとめ、その対応を協議し、

期日までに学校教育課へ対応について依頼する。【文書 4】(P34） 

     

(オ) 学校教育課は、申請内容を確認し、対応の可否について各小中学校へ回答する。

【文書 5】(P35） 

 

(カ) 各小中学校は、学校教育課からの回答を基に対応を決定する。 

 

(キ) 各小中学校は、決定した内容を保護者へ通知する。【様式４-１】(P43）【様式４-

２】(P44） 

 

 

 

 (ア)学校教育課から各小中学校長へお知らせ。 

 

 

                

                               

     

                
 
 
 
 
 

※除去食の新規の対応者については、面談を必須とする。 

※申請は年度ごとに更新する。同じ内容であっても毎年提出を求める。 

 

【保護者】 

【小中学校】 

 

(ｶ)対応を決定 

 

【学校教育課】 

 

対応の可否を検討 

(ｳ)申請 

(ｵ)回答 

(ｴ)対応について 

 協議・依頼 

(ｷ)通知 

申請イメージ 

(ｲ)お知らせ 
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(2) 申請書類 

(ア) 食物アレルギーが理由の場合については、以下の通りとする。 

対 応 内 容 提出様式 添 付 書 類 

①主食及び飲用牛乳の

除去対応 

【様式 1】（P.36） 
・学校生活管理指導表（P.38・39） 

または診断書 

②除去食（卵・乳）の提

供 

③詳細な献立表・盛り

付け図の配付 

④完全弁当持参 

 

(イ) 食物アレルギー以外が理由の場合（宗教上の理由を含む）、【様式２】(P40）を提出

すること。（次年度以降は原本の写しで可とする。ただし、病状等が変わった場合は再

度診断書を提出すること。）  

 

(ウ) 学校生活管理指導表または診断書は毎年新しいものを提出すること。 

転校生等、当該年度の 10 月以降（目安）の申請については、次年度用はコピー可と 

する。 

 

(エ) 除去食を提供する場合、内容を確認していただくため、詳細な献立表は必ず配付す

る。 

 

(オ) 主食及び飲用牛乳除去、資料配付の対応は、学校教育課での受付日より７日後（土日

祝日含）とする。 

 

(カ) 除去食の対応の申請は前月２０日までに学校教育課への提出期限とする。 
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(3) 食物アレルギー対応等を中止する場合 

(ア) 転出や食べられるようになった場合等の理由により、食物アレルギー対応が必要な

くなった場合、保護者は「食物アレルギー等対応中止申請書」を各小中学校へ提出

する。年度切り替え時に中止する場合も同様とする。 

除去食の中止対応は前月 20 日までに学校教育課に提出であれば翌月、それ以降は

翌々月の対応とする。【様式 3】（P41） 

(イ) 各小中学校は、保護者から提出された申請書の内容を確認し、対応の中止を学校教

育課へ依頼する。 

 

(ウ) 学校教育課は、小中学校からの依頼を受けた場合、速やかにその対応の可否につい

て検討し、小中学校へ回答する。【様式 4】(P42） 

 

(エ) 各小中学校は、学校教育課の回答を基にその対応について協議・決定する。 

 

(オ) 各小中学校は、決定した内容を保護者へ通知する。【様式５】(P45） 

 

 

 

  

                

                               

     

                
 
 

 

  

中止する場合の申請イメージ 

【保護者】 

【小中学校】 

 (ｴ) 対応を 

協議・決定 

 

【学校教育課】 

 

対応の可否を検討 

(ｱ)申請 

(ｳ) 回答 

(ｲ) 依頼 

 (ｵ)通知 



7 

(4) 個別面談 

 除去食の提供にあたり、新規で対応する場合は面談を実施する。継続の場合は保護

者の希望に応じて実施するが、症状に変化があった場合や除去に関し希望・相談等が

ある場合は、面談を実施する。【様式 7】（P47）※ 

 学校等からの要請に応じて栄養教

諭も面談に参加する。 

 なお、年度途中で症状に変化があった場合や除去等に新たな相談等があった場合は、

申し出があれば時期に関係なく、その都度面談を実施する。 

 また、保護者が希望しない場合でも、小中学校及び学校教育課が必要と判断した

場合は面談を実施する。 

 

※【様式７】（P47）については参考様式であり、既に類似の様式を使用している学

校については、そのまま使用することとする。 

 

(5) 除去食実施決定の基準 

基本的な実施決定基準は以下のとおりとする。 

(ア) 医師の診察・検査により、食物アレルギーと診断され、原因食品（アレルゲン）が

特定されていること。 

(イ) 明らかな症状の既往があること。 

(ウ) 家庭でも原因食品の除去を行うなど、医師の診断に基づいて食事療法を行っている

こと。 

(エ) 症状が重篤でなく、学校給食センターでの調理対応が可能なこと。 

 

 

(6) 給食費 

給食費については、下表のとおりとする。 

 除去食の提供 
献立により弁当

対応 

献立に関わらず

弁当対応 

主食及び飲用牛乳の

除去 

給食費 全額徴収 全額徴収 徴収なし 
主食及び牛乳代金を

差引いて徴収 
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(7) 資料の配付 

(ア)申請があった書類について保護者へ配付する。 

(イ)保護者は家庭で児童生徒と一緒に、献立表、詳細な献立表などを用いて、毎月の献

立の主食・飲用牛乳・副食についてアレルゲンの有無を確認する。 

(ウ)保護者は、除去食一覧表がある場合、（保護者返却用）にサインをして小中学校へ提

出する。給食で食べられない献立、代替品を持参する料理などについては、献立表

や盛り付け図、連絡帳などを通して小中学校に連絡する。 

(エ)保護者から提出された書類については小中学校が確認し、関係者への連絡が必要な

場合は連絡する。除去食一覧表（保護者返却用）の原本は学校で保管し、写しを学

校教育課へ送付する。 

 

 

 

  

資料名 内  容 配付先 

詳
細
な
献
立
表 

主食（米飯、パン、麺）

使用材料配合表 

（年間） 

主食についての使用材料配合表。 

年１回配付。 

保護者 

アレルギー主任 

アレルギー副主任 

前期（４～９月）使用分

使用材料配合表 

後期（１０～３月）使用

分使用材料配合表 

前期及び後期に使用する食材についての使用

材料配合表。 

４月（前期分）と９月（後期分）に配付。 

保護者 

アレルギー主任 

アレルギー副主任 

○月分 詳細な献立表 １か月の献立に使用する食材についての可食

量と使用材料配合を記載した献立表。 

毎月配付。 

保護者 

アレルギー主任 

アレルギー副主任 

○月分 盛り付け図 １か月の献立名と盛り付け例を記載した資料。 

毎月配付。 

保護者 

○月分 除去食一覧表 

 

１か月の献立のうち除去食を提供するものに

ついて記載した一覧表。 

除去食対象者のみ毎月配付。 

保護者２部 

アレルギー主任 

用務員・配膳員 
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＜年間の使用材料配合表（例）＞ 
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＜半期分の使用材料配合表（例）＞ 
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＜詳細な献立表（例）＞ 
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＜除去食一覧表（例）＞   

【各校へ送付される除去食一覧表（例：卵・乳で１回ずつ実施する場合）】 

 

 

 

【卵・乳除去の対象者に配付される除去食一覧表（例）】 
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2. 除去食提供までの流れについて 

 

          

 事前 

（毎月）         

 

          

 

          

 当日 

          

 

          

 

          

 

          

 

 

①詳細な献立表等の作成

②詳細な献立表等の配付

③除去食一覧表を学校へ提出

④除去食一覧表の写しを学校教育課へ送付

（原本は学校で保管）

⑤除去食を配送員へ渡す

⑥各小中学校の配膳員へ渡す

⑦各小中学校の担当者へ渡す

⑧児童生徒への提供

⑨喫食

学 校 教 育 課 

保護者 

小中学校 

学 校 教 育 課 

配送員 

配膳員 

担任・アレルギー主任等  

児童生徒 

小中学校 

※アレルギー主任は、保護者から提出された内

容に誤りや疑問があれば、必ず確認すること。 

 

※栄養教諭等は、保護者から提出された内容に

誤りや疑問があれば、必ず確認すること。 
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各施設での対応について 

(1) 学校給食センターでの対応 

(ア) 主食（米飯・パン・麵）及び飲用牛乳の除去 

  主食及び飲用牛乳は、外部発注のため、除去を希望する者を差し引いた数を発注す

る。 

 

(イ) 除去食の提供 

  「あま市における食物アレルギー対応の基本方針」に基づき、除去食を調理する。 

 

(ウ) 詳細な献立表・盛り付け図の配付 

給食の原材料を詳細に記入した献立表や盛り付け図を毎月配付する。新たな対応者に

ついては、学校教育課で受け付けた７日後（土日祝日含）より対応を開始する。 

 

(エ) 除去食対応のための整備 

除去食対応を行うに当たっては、調理器具や容器、食品の管理、調理担当者及び調理

作業場所を区別する。 

 

(オ)検収時の確認 

納品された食品は、検収担当者が食品名やメーカー名を確認し記録する。発注した食品

と異なる食品が納品された際は速やかに栄養教諭等に連絡する。 

  

(カ)調理時の確認 

・食物アレルギー除去食担当者は、他の調理員と違う色のエプロンを着用するなどし 

 て作業を行う。 

・除去食担当者は調理指示書、作業工程表や作業動線図に基づいて作業する。調理作 

 業はアレルゲン混入防止の確認を行う。 

・混入を防ぐため、アレルギー専用調理室において調理をする。 

・事前に決められた確認箇所での確認を徹底する。流れ作業にならないように配慮し 

 安全確保に努める。 

・除去食は一般の給食と同じように温度管理、保存食の採取、検食を行う。 

・アレルゲンの混入や取り忘れが起こった場合は、提供を中止する。 

 

(キ)配食時の確認 

・材料表、調理指示書をもとに誤った調理がないか再度チェックする。 

・食物アレルギー除去食の個人容器は、学年組名前を明記した「除去食確認表」を付 

 けてコンテナに積み込む。 
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(2) 配送車・配膳室での対応 

(ア) 配送員は、コンテナ内の除去食を確認する。 

(イ) 配膳員は、コンテナ到着後速やかに、当日の除去食対応者の数、名前等を確認する。 

(ウ) 配膳員は、食品が小中学校に納入業者から直接納品されるデザート等については、各

小中学校で確実に検収する。 

 

   

 

 ※ 受け渡し時には必ず確認しサインをすること。 

 

(3) 教室等での対応 

(ア)専用容器に記載されている名前の確認を行う。 

(イ)教室内で担任等は、喫食する前に必ず配膳された内容を再確認する。 

(ウ)専用容器に入っている除去食と同じおかず（他の児童生徒の残り）のおかわりは禁止 

とする。 

(エ)他の児童生徒にも食物アレルギーについて周知する。 

 

(4) 全ての施設での対応 

食物アレルギー対応に携わる全ての関係施設において、以下の場合、「食物アレルギー

対応におけるヒヤリハット報告書」【様式６】(P46）を学校教育課へ提出すること。 

(ア)児童生徒の健康に被害がある恐れがあった場合。 

(イ)類似事例が多く発生することが考えられる場合。 

(ウ)事故防止を受けた今後の対応が、他校・他施設と共有したいものである場合。 
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3. 緊急時の対応について 

 食物アレルギーの症状が現れたら、あらかじめ決められた小中学校内の役

割分担に従い各職員が対応する。保護者との連絡がとれない場合でも適切な

対応ができるように、薬の服用やエピペン® 

 を使用するタイミングについ

て、事前に保護者と共通理解を図っておく必要がある。 

 

 愛知県教育委員会発行の「学校における食物アレルギー対応の手引き」の

緊急時の対応を基本に対応する。 

 

以下、愛知県の手引きを一部改編して引用。 

 

 食物アレルギーは学校で初めて発症することも珍しくなく、給食の時間や

教室内だけで起きるとは限りません。運動に関連したアレルギーでも、運動

そのものが原因となる運動誘発アナフィラキシーや、原因となる食物を摂取

した後運動することで起きる食物依存性運動誘発アナフィラキシーがありま

す。文部科学省と公益財団法人日本学校保健会が作成した「学校のアレルギ

ー疾患に対する取り組みガイドライン要約版・研修資料」を活用して、全て

の教職員が食物アレルギーについての正しい知識をもつとともに、緊急時に

対応できるように研修をし、いつでもだれもが対応できるようにしておくこ

とが必要です。 
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    緊急時の役割分担及び連絡体制   

 
・一人で対応せず、必ず複数人で対応すること。 

・校長または教頭先生など管理職は、予め教職員の役割分担をして

おくこと。 

・教職員は、自分の役割について十分に理解しておくこと。 

・定期的に緊急時対応の訓練を実施し、エピペンの保管場所や使用

方法について理解しておくこと。 

・学校でエピペン® 
 を管理する場合は、管理記録簿【様式 8】

（P49） 

を参考に外部へ持ち出す場合など返却までの管理を行うこと。 

・個人でエピペン® 
 を管理する場合は、緊急時個別対応マニュアル

等（P28）に保管場所について明記しておくこと。 

・エピペン® 
 を使用した場合、学校は市教育委員会に連絡し、市教

育委員会は愛知県に報告すること。【様式は、愛知県様式を使用】 

 

（１） 
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※エピペン® 
 の使用は躊躇しないことが重要である。 

（２） 
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 （３） 

 

 
  

 

  

 

 

親指を立てて握らない！ 

エピペン® 
 の処方されている患者でアナフィラキシーショックを疑う

場合、下記の症状が一つでもあれば使用すべきである。 
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（４） 
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（５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・救急に伝える電話番号は、常に児童等の様子を伝えることができ

るように、携帯電話もしくはコードレス電話が使用できる電話番

号を伝えること。 

・使用したエピペン® 
 は、救急隊員に渡すこと。 
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（６） 

 

  年  組 男・女 氏名       アレルゲン食品（       ） 
●緊急時薬〈保管場所                〉 

分類 薬剤名 使うべき症状 使い方 

抗ヒスタミン薬  じんましん・かゆみ・紅斑 内服 

ステロイド  症状が続くとき 内服 

気管支拡張薬  咳・ゼイゼイ・息苦しさ 内服・吸入 

●エピペン® 
  

 あり〈保管場所                   〉・ 保護者所持 ・ 処方なし 
●連絡先 

保護

者 

℡（    ）  －    氏名           （続柄    ） 
℡（    ）  －    氏名           （続柄    ） 

医療

機関 

℡（    ）  －    病院名       （医師       ） 
℡（    ）  －    病院名       （医師       ） 

   

                症状チェック！    時  分  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

参考：東京都「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」 

名古屋市「アレルギー緊急時対応マニュアル」 

□ ぐったり 

□ 意識もうろう           

□ 尿や便をもらす 

□ 脈をふれにくい、不規則 

□ 唇や爪が青白い 

（  時  分） 

□ 中等度のおなかの痛み 

□ １～２回のおう吐 

□ １～２回の下痢 

（  時  分） 

□  

□ のどや胸のしめつけ感 

□ 声がかすれる 

□ 犬が吠えるような咳 

□ 息がしにくい 

□ 持続する強いせき込み 

□ ぜーぜーする呼吸 

（  時  分） 

□  

 

□ 数回の軽い咳 

 

（  時  分） 

□ 持続する強い（我慢でき

ない）おなかの痛み 

□ 繰り返し吐き続ける 

（  時  分） 

□  

□ 軽いおなかの痛み 

（我慢できる） 

□ 吐き気 

（  時  分） 

□  

□ 顔全体の腫れ 

□ まぶたの腫れ 

 

（  時  分） 

 

□ 目のかゆみ・充血 

□ 口の中の違和感・腫れ 

□ くしゃみ･鼻水･鼻づまり 

（  時  分） 

□  

□ 強いかゆみ 

□ 全身に広がるじんましん 

□ 全身が真っ赤 

（  時  分） 

□ 軽度のかゆみ 

□ 数個のじんましん 

□ 部分的な赤み 

（  時  分） 

□  

全
身 

呼
吸
器 

消
化
器 

顔 

皮
膚 

 エピペン® 
 使用 

 救急車要請 
 ショック体位 
 心肺停止？ 

   →蘇生開始・ＡＥＤ 

 

 

上記の症状が 

1つでもあてはまる場

合 

1つでもあてはまる場合 1つでもあてはまる場合 

保健室へ運ぶ(歩かせない) 
緊急時薬使用 
エピペン® 

 準備 
医療機関へ(救急車考慮) 

 保健室で経過観察 
 緊急時薬使用 
 保護者に連絡 

①体温     ℃ 

②脈     回/分(不正 有・無) 

③呼吸数   回/分 

④血圧 最高    /      最低 

緊急時個別対応マニュアル【例】 
 

  ） 

 

児童生徒の 

顔写真 
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- 30 - 

第  号 

年  月  日 

  各 小 中 学 校 長 様 

 

あま市教育委員会教育長 

公 印 省 略 

 

年度あま市学校給食における食物アレルギー対応について 

 

   年度あま市学校給食における食物アレルギー対応については、下記のとおりです。 

保護者から申請された書類を確認後、  年  月  日までに学校教育課へ提出し

てください。 

 

記 
 

１ 食物アレルギー対応について 

（１）食物アレルギーに対して、下の①から④の対応を実施する。 

 対 応 内 容 備 考 

① 
主食（米・パン・麺）及び

飲用牛乳の除去 

除去を希望する者に対してその食品は提供せず、１食

単価からその食品の単価を差し引いた額を徴収する

対応とする。 

② 除去食（卵・乳）の提供 
学校給食センターで作るおかずについて、卵・乳を除

去したおかずを提供する。 

③ 
詳細な献立表・盛り付け図

の配付 

給食の原材料を詳細に記入した献立表や毎日の給食

の献立をイラストで示した盛り付け図を毎月配付す

る。 

④ 完全弁当持参 給食を提供しない 

 

（２）食物アレルギー以外の理由（宗教上の理由を含む）で食べることのできない食品が

ある場合や完全弁当持参を希望する場合は、「学校給食に関する申請書」【様式２】を

使用する。 

 

２ 食物アレルギー対応等に関する申請について 

(ア)各学校は食物アレルギー対応について、保護者へお知らせする。 

(イ)対応または対応中止を希望する保護者は、必要書類を学校へ提出する。 

(ウ)学校は申請書類について対応を協議し、学校教育課へ写しを提出し、その対応につい 

て依頼する。 

(エ) 学校教育課は書類を確認し、対応について学校に対し回答する。 

(オ)各学校は、学校教育課からの回答を基に対応を決定し、保護者に通知する。 

 

＊新規除去食対応者については面談を必須とする。 

＊新中１年生の申請は小学校で受付をし、原本を中学校へ、写しを学校教育課へ送るこ

と。 

 

 

 

 

【文書１】 
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年  月  日 

  保護者各位 

         あま市立    学校 

 

  年度あま市学校給食における食物アレルギー対応について 

 

   年度あま市学校給食における食物アレルギー対応については、下記のとおりです。 

対応を希望される方は、申請書類をお渡ししますので、学校に申し出てください。申請書

類を   年  月  日までに学校へ提出してください。 

 

記 

 

 食物アレルギー対応について 

あま市学校教育課では食物アレルギーに対して、下の①から④の対応を実施します。 

 対 応 内 容 備 考 

① 
主食（米・パン・麺）及び飲

用牛乳の除去 

除去を希望する食品は提供せず、１食単価からその食品

の単価を差し引いた額を徴収させていただきます。 

② 除去食（卵・乳）の提供 

学校給食センターで調理するおかずについて、卵・乳を

除去したおかずを提供します。（除去できないおかずも

あります。除去できる献立については毎月事前にお知ら

せします。） 

③ 
詳細な献立表・盛り付け図

の配付 

給食の原材料を詳細に記入した献立表や毎日の給食の献

立をイラストで示した盛り付け図を毎月配付します。 

④ 完全弁当持参 給食を提供しません。 

 対応の実施に関しては、申請書及び学校生活管理指導表、またはそれに該当する医療機関

からの診断書（写し可）の提出が必要になります。 

学校生活管理指導表は、医師が診断の結果に基づいて、児童生徒のアレルギー疾患の情報

を記載する書類として、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（文部科学

省監修・公益財団法人日本学校保健会発行）で定められたものです。 

なお、医療機関での学校生活管理指導表の作成に当たっては、医療文書料等がかかります

ので、ご承知おきください。 

食物アレルギー以外の理由で対応が必要な場合も学校に申し出てください。 

 ＜給食について＞ 

・学校給食においては、コンタミネーション※（微量混入）の可能性は完全には排除できませ

ん。ご理解をお願いします。 

・そばと落花生は使用しません。ただし、使用する加工品及び直送品のコンタミネーション

の可能性は完全には排除できません。 

・学校給食センターで調理する食品は原則加熱して提供します。果物や直送のデザート、タ

ルタルソース等については加熱されていない場合もあります。 

・学校給食で使用する主食（ごはん・パン・麺）には卵は使用していません。ただし、製造

工場におけるコンタミネーションの可能性は完全には排除できません。 

・揚げ油は、３・４回程度使用します。アレルゲンを考慮しての油の交換はできません。 

※コンタミネーションとは、食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわ

らず、意図せずに混入してしまう場合をいいます。  

【文書２】 
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年  月 

  保護者各位 

 

あま市立    学校 

                              

 

年度あま市学校給食における食物アレルギー対応申請書類について 

 

年度あま市学校給食における食物アレルギー対応については、下記のとおりです。 

対応を希望される方は、必要書類を   年  月  日までに学校へ提出してくだ

さい。 

 

記 
 

１ 食物アレルギー対応について 

あま市学校教育課では食物アレルギーに対して、下の①から④の対応を実施します。 

 対 応 内 容  備 考 

① 
主食（米・パン・麺）及び

飲用牛乳の除去 

除去を希望する食品は提供せず、１食単価からその食

品の単価を差し引いた額を徴収させていただきます。 

② 除去食（卵・乳）の提供 

学校給食センターで調理するおかずについて、卵・乳

を除去したおかずを提供します。（除去できないおか

ずもあります。除去できる献立については毎月事前に

お知らせします。） 

③ 
詳細な献立表・盛り付け図

の配付 

給食の原材料を詳細に記入した献立表や毎日の給食の

献立をイラストで示した盛り付け図を毎月配付しま

す。 

④ 完全弁当持参 給食を提供しません。 

 

 ＜給食について＞ 

・学校給食においては、コンタミネーション※ 
 （微量混入）の可能性は完全には排除で

きません。ご理解をお願いします。 

・そばと落花生は使用しません。ただし、使用する加工品及び直送品のコンタミネーシ

ョンの可能性は完全には排除できません。 

・学校給食センターで調理する食品は原則加熱して提供します。果物や直送のデザート･

タルタルソース等については加熱されていない場合もあります。 

・学校給食で使用する主食（ごはん・パン・麺）には卵は使用していません。ただし、製

造工場におけるコンタミネーションの可能性は完全には排除できません。 

・揚げ油は、３・４回程度使用します。アレルゲンを考慮しての油の交換はできません。 

 

※コンタミネーションとは、食品を生産する際に、原材料として使用していないにも 

かかわらず、意図せずに混入してしまう場合をいいます。 

 

 

 

 

 

 

【文書３】表面 
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【対応申請書類について】 

  

対応内容  様 式 添 付 書 類  

①主食及び飲用牛乳の除去

対応 

【様式 1】 
・学校生活管理指導表 

または診断書 

②除去食（卵・乳）の提供 

③詳細な献立表・盛り付け

図の配付 

④完全弁当持参 

 
食物アレルギー以外の理由（宗教上の理由を含む）で食べることのできない食品が

ある場合や完全弁当持参を希望する場合は、「学校給食に関する申請書」【様式２】を

使用する。 

 

様 式 添 付 書 類  

【様式 2】 学校給食に関する申請書 

・疾病が理由で①～④の対応を希

望する場合は、学校生活管理指

導表または診断書 

 

※ 食物アレルギー以外の理由で診断書を提出する場合、次年度以降は原本の写しで

可とする。ただし、病状等が変わった場合は再度診断書を提出すること。 
※ アレルギー対応に伴う学校生活管理指導表は毎年新しいものを提出してください。 

※ 除去食を提供する場合、内容を確認していただくため、詳細な献立表は必ず配付さ

せていただきます。 

※ 主食及び飲用牛乳除去対応は、学校教育課での受付日より７日後（土日祝日含）と

させていただきます。 

※ 除去食の対応は月単位での対応となります。年度途中の申請は、学校教育課への提

出期限が前月２０日となっております。前月〇〇日までに学校へ提出してくださ

い。 

 

【文書３】裏面 
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【文書４】 

 

    年  月  日 

 学校教育課長 様 

 

       あま市立    学校長 

 

 

   年度あま市立   学校の学校給食における食物アレルギー対応について（依頼） 

 

 

 このことにつきまして、別添のとおり申請がありましたので、その対応の可否について

ご回答願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料：①食物アレルギー対応申請書（新規・継続）【様式１】の写し 

     ②学校給食に関する申請書【様式２（食物アレルギー以外の理由）】の写し 

     ③食物アレルギー等対応中止申請書【様式３】の写し 

     ④学校生活管理指導表または診断書の写し 
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【文書５】 

 

年  月  日 

 

各小中学校長 様 

 

学校教育課長 

  

 

学校給食における食物アレルギー対応について（回答） 

 

学校給食における食物アレルギー対応申請について、別紙のとおり対応することと

しましたのでお知らせします。 
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【様式 1表面】 

食物アレルギー対応申請書（新規・継続） 

 
提出日     年  月  日 

あま市立        学校長 様 

保護者氏名             

ふ り が な 

児童生徒氏 名  
 生年月日 年  月  日 

 年 組（提出時）      年   組 

連 絡 先  Tel（    ）    － 

 

○ 前籍の保育園・幼稚園・学校での対応（新入学・転入時のみ記入） 

園 ・ 学 校 名  給 食 対 応 有・無・毎日弁当 

これまでの給食対応内容 
 

 

○ 学校給食での食物アレルギー対応について次の対応を希望します。 

（該当する項目全てに ☑）  

□ 除去食の提供           （ □ 卵・□ 乳 ）  

※新規で対応を希望する方は面談を実施させていただきます。 

※除去食希望の方は「詳細な献立表の配付」にも ☑ 

□ 主食及び飲用牛乳の除去 （ □ 米・□ パン・□ 麺・□ 飲用牛乳 ） 

□ 詳細な献立表の配付             

□ 盛り付け図の配付        

□ 飲用牛乳のみ飲用 

□ 完全弁当持参（給食欠食） 

□ その他希望する事柄（                     ） 
 

※学校生活管理指導表、またはそれに該当する医療機関からの診断書を添付して 

ください。 

裏面に続きます。 

提出確認 

受付年月日 校長 教頭 保健主事 養護教諭 給食主任 アレルギー主任 

年 月 日       

対応可能時期 

□ 翌月          □ 次年度の４月から 

□ 翌々月    □ 転出時等（   年   月   日） 

□ ７日後    □ その他（            ） 
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○ 食物アレルギー対応の実施にあたり、次のことを理解して同意します。 

（確認の上、全ての項目に ☑） 

□ 申請内容は審査の結果により全て実現するとは限らず、改めて詳細な面談等を

行った後に決定すること。 

□ 定期的及び必要に応じて、対応内容について学校と協議する必要があること。 

□ 微量混入（コンタミネーション）の可能性が完全には排除できないこと。 

□ 栄養・献立面で不足が生じる可能性があること 

□ 栄養・献立面で不足が生じ、一部弁当持参が必要な場合があること。 

□ 学校給食を安全に提供することが困難な場合は、完全弁当持参となる場合があ 

ること。 

□ 提出していただいた情報は、学校教育課・消防機関等対応に関わる機 

関と共有すること。 

 

※下の項目は、除去食（卵・乳）の提供を希望する方のみご記入ください。 

□ 学校教育課で除去食対応する食品についてのみ毎月通知し、その他の 

アレルゲンを含む食品については各自で確認すること。 

 

 

【面談】 

・新規で除去食（卵・乳）を希望される方 → 面談を実施します。 

・上記以外で面談を希望する方 → 下の＜備考＞に「面談希望」とご記入ください。 

※学校や学校教育課が必要と判断した場合は、面談を実施させていただく 

事があります。 

※年度途中で症状に変化がある場合や面談を希望する場合は、随時学校へご連絡く 

ださい。 

 

 

＜備考＞ 連絡事項等がございましたらご記入ください。 
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【
表

】
学

校
生

活
管

理
指

導
表

（
ア

レ
ル

ギ
ー

疾
患

用
）

名
前

（
男

 ・
 女

）
年

月
日

生
年

組
提

出
日

年
月

日

※
こ

の
生

活
管

理
指

導
表

は
、

学
校

の
生

活
に

お
い

て
特

別
な

配
慮

や
管

理
が

必
要

と
な

っ
た

場
合

に
医

師
が

作
成

す
る

も
の

で
す

。

★
保

護
者

Ａ
　

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
病

型
（
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

あ
り

の
場

合
の

み
記

載
）

Ａ
　

給
食

電
話

：

１
．

即
時

型
１

．
管

理
不

要
２

．
管

理
必

要

２
．

口
腔

ア
レ

ル
ギ

ー
症

候
群

３
．

食
物

依
存

性
運

動
誘

発
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
Ｂ

　
食

物
・
食

材
を

扱
う

授
業

・
活

動

１
．

管
理

不
要

２
．

管
理

必
要

★
連

絡
医

療
機

関

Ｂ
　

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

病
型

（
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
の

既
往

あ
り

の
場

合
の

み
記

載
）

医
療

機
関

名
：

１
．

食
物

）
Ｃ

　
運

動
（
体

育
・
部

活
動

等
）

２
．

食
物

依
存

性
運

動
誘

発
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
１

．
管

理
不

要
２

．
管

理
必

要

３
．

運
動

誘
発

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

４
．

昆
虫

（
）

Ｄ
　

宿
泊

を
伴

う
校

外
活

動

５
．

医
薬

品
（

）
１

．
管

理
不

要
２

．
管

理
必

要
電

話
：

６
．

そ
の

他
（

）

Ｅ
　

原
因

食
物

を
除

去
す

る
場

合
に

よ
り

厳
し

い
除

去
が

必
要

な
も

の

Ｃ
　

原
因

食
物

・
除

去
根

拠
　

　
該

当
す

る
食

品
の

番
号

に
○

を
し

、
か

つ
《
　

》
内

に
除

去
根

拠
を

記
載

１
．

鶏
卵

 《
》

［
除

去
根

拠
］
　

該
当

す
る

も
の

全
て

を
 《

　
》
 内

に
記

載

２
．

牛
乳

・
乳

製
品

 《
》

①
 明

ら
か

な
症

状
の

既
往

  
  

  
  

  
  

  
②

 食
物

経
口

負
荷

試
験

陽
性

３
．

小
麦

 《
》

③
 I
gE

抗
体

等
検

査
結

果
陽

性
④

 未
摂

取
鶏

卵
：
卵

殻
カ

ル
シ

ウ
ム

 
記

載
日

４
．

ソ
バ

 《
》

 （
　

）
に

具
体

的
な

食
品

名
を

記
載

牛
乳

：
乳

糖
・
乳

清
焼

成
カ

ル
シ

ウ
ム

５
．

ピ
ー

ナ
ッ

ツ
　

 《
》

小
麦

：
醤

油
・
酢

・
味

噌
 

６
．

甲
殻

類
 《

》
（

）
大

豆
：
大

豆
油

・
醤

油
・
味

噌
年

月
日

７
．

木
の

実
類

 《
》

（
　

す
べ

て
・
ク

ル
ミ

・
カ

シ
ュ

ー
・
ア

ー
モ

ン
ド

　
　

　
　

　
　

　
）

ゴ
マ

：
ゴ

マ
油

医
師

名

８
．

果
物

類
 《

》
（
　

）
魚

類
：
か

つ
お

だ
し

・
い

り
こ

だ
し

・
魚

醤
　

　

９
．

魚
類

 《
》

（
　

）
肉

類
：
エ

キ
ス

㊞

1
0
．

肉
類

 《
》

（
　

）

1
1
．

そ
の

他
１

 《
》

（
　

）
Ｆ

　
そ

の
他

の
配

慮
・
管

理
事

項
(自

由
記

述
）

医
療

機
関

名

1
2
．

そ
の

他
２

 《
》

（
　

）

Ｄ
　

緊
急

時
に

備
え

た
処

方
薬

１
．

内
服

薬
（
抗

ヒ
ス

タ
ミ

ン
薬

、
ス

テ
ロ

イ
ド

薬
）

２
．

ア
ド

レ
ナ

リ
ン

自
己

注
射

薬
（
「
エ

ピ
ペ

ン
®
」
）

３
．

そ
の

他
（

）

★
保

護
者

Ａ
　

症
状

の
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
状

態
Ａ

　
運

動
（
体

育
・
部

活
動

等
）

電
話

：

１
．

良
好

２
．

比
較

的
良

好
３

．
不

良
１

．
管

理
不

要
２

．
管

理
必

要

Ｂ
-
１

　
長

期
管

理
薬

（
吸

入
）

Ｂ
　

動
物

と
の

接
触

や
ホ

コ
リ

等
の

舞
う

環
境

で
の

活
動

１
．

ス
テ

ロ
イ

ド
吸

入
薬

 （
）

（
）

１
．

管
理

不
要

２
．

管
理

必
要

★
連

絡
医

療
機

関

２
．

ス
テ

ロ
イ

ド
吸

入
薬

／
長

時
間

作
用

性
吸

入
ベ

ー
タ

刺
激

薬
配

合
剤

 
 （

）
（

）
医

療
機

関
名

：

３
．

そ
の

他
 （

）
（

）
Ｃ

　
宿

泊
を

伴
う

校
外

活
動

１
．

管
理

不
要

２
．

管
理

必
要

電
話

：

Ｂ
－

２
　

長
期

管
理

薬
（
内

服
）

１
．

ロ
イ

コ
ト

リ
エ

ン
受

容
体

拮
抗

薬
 （

）
Ｄ

　
そ

の
他

の
配

慮
・
管

理
事

項
(自

由
記

述
)

２
．

そ
の

他
 （

）
記

載
日

Ｂ
－

３
　

長
期

管
理

薬
（
注

射
）

年
月

日

１
．

生
物

学
的

製
剤

 （
）

医
師

名

㊞

Ｃ
　

発
作

時
の

対
応

１
．

ベ
ー

タ
刺

激
薬

吸
入

 （
）

（
）

医
療

機
関

名

２
．

ベ
ー

タ
刺

激
薬

内
服

 （
）

（
）

薬
剤

名

投
与

量
／

日

投
与

量
／

日

薬
剤

名

薬
剤

名

※
本

欄
に

○
が

つ
い

た
場

合
、

該
当

す
る

食
品

を
使

用
し

た
料

理
に

　
つ

い
て

は
、

給
食

対
応

が
困

難
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

病
型

・
治

療
学

校
生

活
上

の
留

意
点

（
原

因
ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 食 物 ア レ ル ギ ー

（ あ り ・ な し ） （ あ り ・ な し ）

す
べ

て
 ・

 ク
ル

ミ
 ・

 カ
シ

ュ
ー

 ・
 ア

ー
モ

ン
ド

　
　

　
　

　

／

【 緊 急 時 連 絡 先 】

す
べ

て
 ・

 エ
ビ

 ・
 カ

ニ
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

【 緊 急 時 連 絡 先 】

（ 公 財 ） 日 本 学 校 保 健 会  作 成

学
校

生
活

上
の

留
意

点
病

型
・
治

療

気 管 支 ぜ ん 息

（ あ り ・ な し ）

薬
剤

名
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【
裏

】
学

校
生

活
管

理
指

導
表

（
ア

レ
ル

ギ
ー

疾
患

用
）

名
前

（
男

 ・
 女

）
年

月
日

生
年

組
提

出
日

年
月

日

記
載

日

Ａ
　

重
症

度
の

め
や

す
（
厚

生
労

働
科

学
研

究
班

）
Ａ

　
プ

ー
ル

指
導

及
び

長
時

間
の

紫
外

線
下

で
の

活
動

１
．

軽
症

：
面

積
に

関
わ

ら
ず

、
軽

度
の

皮
疹

の
み

見
ら

れ
る

。
　

１
．

管
理

不
要

２
．

管
理

必
要

年
月

日

２
．

中
等

症
：
強

い
炎

症
を

伴
う

皮
疹

が
体

表
面

積
の

1
0
％

未
満

に
見

ら
れ

る
。

医
師

名

３
．

重
症

：
強

い
炎

症
を

伴
う

皮
疹

が
体

表
面

積
の

1
0
％

以
上

、
3
0
％

未
満

に
見

ら
れ

る
。

Ｂ
　

動
物

と
の

接
触

４
．

最
重

症
：
強

い
炎

症
を

伴
う

皮
疹

が
体

表
面

積
の

3
0
％

以
上

に
見

ら
れ

る
。

１
．

管
理

不
要

２
．

管
理

必
要

㊞

＊
軽

度
の

皮
疹

：
軽

度
の

紅
斑

、
乾

燥
、

落
屑

主
体

の
病

変

＊
強

い
炎

症
を

伴
う

皮
疹

：
紅

斑
、

丘
疹

、
び

ら
ん

、
浸

潤
、

苔
癬

化
な

ど
を

伴
う

病
変

Ｃ
　

発
汗

後
医

療
機

関
名

１
．

管
理

不
要

２
．

管
理

必
要

Ｂ
-
１

　
常

用
す

る
外

用
薬

Ｂ
-
２

　
常

用
す

る
内

服
薬

Ｂ
-
３

　
常

用
す

る
注

射
薬

１
．

ス
テ

ロ
イ

ド
軟

膏
１

．
抗

ヒ
ス

タ
ミ

ン
薬

1
．

生
物

学
的

製
剤

Ｄ
　

そ
の

他
の

配
慮

・
管

理
事

項
(自

由
記

述
)

２
．

タ
ク

ロ
リ

ム
ス

軟
膏

２
．

そ
の

他

　
 （

「
プ

ロ
ト

ピ
ッ

ク
®
」
）

３
．

保
湿

剤

４
．

そ
の

他
（

）

記
載

日

Ａ
　

病
型

Ａ
　

プ
ー

ル
指

導

１
．

通
年

性
ア

レ
ル

ギ
ー

性
結

膜
炎

１
．

管
理

不
要

２
．

管
理

必
要

年
月

日

２
．

季
節

性
ア

レ
ル

ギ
ー

性
結

膜
炎

（
花

粉
症

）
医

師
名

３
．

春
季

カ
タ

ル
Ｂ

　
屋

外
活

動

４
．

ア
ト

ピ
ー

性
角

結
膜

炎
１

．
管

理
不

要
２

．
管

理
必

要
㊞

５
．

そ
の

他
（

）

Ｃ
　

そ
の

他
の

配
慮

・
管

理
事

項
（
自

由
記

載
）

医
療

機
関

名

Ｂ
　

治
療

１
．

抗
ア

レ
ル

ギ
ー

点
眼

薬

２
．

ス
テ

ロ
イ

ド
点

眼
薬

３
．

免
疫

抑
制

点
眼

薬

４
．

そ
の

他
（

）

記
載

日

Ａ
　

病
型

Ａ
　

屋
外

活
動

１
．

通
年

性
ア

レ
ル

ギ
ー

性
鼻

炎
１

．
管

理
不

要
２

．
管

理
必

要
年

月
日

２
．

季
節

性
ア

レ
ル

ギ
ー

性
鼻

炎
（
花

粉
症

）
医

師
名

主
な

症
状

の
時

期
：
　

　
春

　
、

　
夏

　
、

　
秋

　
、

　
冬

Ｂ
　

そ
の

他
の

配
慮

・
管

理
事

項
（
自

由
記

載
）

㊞

Ｂ
　

治
療

１
．

抗
ヒ

ス
タ

ミ
ン

薬
・
抗

ア
レ

ル
ギ

ー
薬

（
内

服
）

医
療

機
関

名

２
．

鼻
噴

霧
用

ス
テ

ロ
イ

ド
薬

３
．

舌
下

免
疫

療
法

（
ダ

ニ
・
ス

ギ
）

４
．

そ
の

他
（

）

学
校

に
お

け
る

日
常

の
取

組
及

び
緊

急
時

の
対

応
に

活
用

す
る

た
め

、
本

票
に

記
載

さ
れ

た
内

容
を

学
校

の
全

教
職

員
及

び
関

係
機

関
等

で
共

有
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

保
護

者
氏

名

学
校

生
活

上
の

留
意

点

学
校

生
活

上
の

留
意

点

ア レ ル ギ ー 性 結 膜 炎

（ あ り ・ な し ）

学
校

生
活

上
の

留
意

点

（ あ り ・ な し ）

ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎 ア レ ル ギ ー 性 鼻 炎

（ 公 財 ） 日 本 学 校 保 健 会  作 成

病
型

・
治

療

病
型

・
治

療

病
型

・
治

療

（ あ り ・ な し ）
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【様式 2（食物アレルギー以外の理由）】 

 

学校給食に関する申請書 
 

  年   月   日 
  

あま市立        学校長 様 
 

申請者 保護者名            

電話番号 
 

学校給食に関して、下記の事項を希望します。 
 

記 

  

児童
（ ふ

生徒
り が

氏名
な ）

     年   組  氏名 

対 応 事 項 
（該当する□に✔し、そ

の他は内容を記入してく

ださい。） 

□ 飲用牛乳の除去 

□ 詳細な献立表の配付 

□ 盛り付け図の配付 

□ 飲用牛乳のみ飲用 

□ 完全弁当持参（給食欠食） 

□ その他（              ） 

理 由 

□ 宗教上の理由で食べられないため 

□ 乳糖不耐症のため 

 

□ その他 

 
※  疾病が理由で対応を希望する場合は、学校生活管理指導表または診断書を添付

してください。 
 
提出確認 

受付年月日 校長 教頭 保健主事 養護教諭 給食主任 ｱﾚﾙｷﾞｰ主任 

年 月 日       

対応可能時期 

□ 申請受付けの７日後から 

□ 次年度の４月から 

□ 転出時等（   年   月   日） 

□ その他（                    ） 
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【様式 3】 

食物アレルギー等対応中止申請書 
 

    年   月   日 

あま市立       学校長 様 
 

  申請者 保護者名            

  電話番号 

 

食物アレルギー等の対応中止を下記のとおり申請します。 
 

記 
 

 
 

提出確認 

受付年月日 校長 教頭 保健主事 養護教諭 給食主任 ｱﾚﾙｷﾞｰ主任 

年  月  日       

対応中止時期 

□ 翌月          □ 次年度の４月から 

□ 翌々月    □ 転出時等（  年  月   日） 

□ ７日後    □ その他（           ） 

児童生徒氏名  学年  組  氏名 

対応中止内容  

 
（中止する□に✔をつけ、

主食・除去食は該当する物

にも□に✔をつけてくださ

い。） 

□ 除去食（ □ 卵 ・ □ 乳 ） 

□ 主食（ □ 米 ・ □ パン ・ □ 麺 ）の除去 

□ 飲用牛乳の除去 

  □ 詳細な献立表の配付 

□ 盛り付け図の配付 

□ 飲用牛乳のみ飲用 

□ 完全弁当持参（給食欠食） 

□ その他（             ） 

理 由 
（必ず記入してください。） 

（例）食べられるようになったため。転出のため。 
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【様式 4】 

 

 

学校給食における対応の決定について（通知） 

 

 

  年  月  日 

 

       学校長 様 

 

あま市教育委員会 教育長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

   年度の学校給食における対応の申請について、別紙のとおり承認しますので

お知らせします。 

なお、児童生徒の保護者への通知をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      取扱い担当  学校教育課給食係  電話  ４４１－７６６６ 
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【様式 4-1】 

 

学校給食における食物アレルギー対応の決定について（通知） 

 

    年  月  日 

 

（保護者名） 様 

あま市立   学校長  

  

   年  月  日受付の学校給食における食物アレルギー対応申請書【様式 1】

について、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

学 校 名                学校 

対象児童生徒名     年   組  氏名 

対 応 の 期 間     年  月  日から    年  月まで 

対 応 内 容 

□ 主食（ □ 米 ・ □ パン ・ □ 麺 ）の除去 

（※該当する主食に☑） 

□ 飲用牛乳の除去 

 

□ 除去食（ □ 卵 ・ □ 乳 ）の提供 

 

□ 詳細な献立表の配付 

 

□ 盛り付け図の配付 

 

□ 飲用牛乳のみ飲用 

 

□ 完全弁当持参（給食欠食） 

 

□ その他（                  ） 

確 認 内 容 
    年  月  日の学校生活管理指導表もしくは診断

書による医師の指示 

そ の 他 

除去対応できる献立については、毎月、除去食一覧表でお知

らせします。 

除去対応しない献立については、詳細な献立表を見て、ご家

庭でアレルゲンの有無のご確認をお願いいたします。 

主食及び飲用牛乳の給食費については毎月精算します。 

 対応を中止する場合は、学校へ連絡し「食物アレルギー等対

応中止申請書」【様式 3】を提出してください。 
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【様式 4-2】 

 

学校給食における対応の決定について（通知） 
 

    年  月  日 

 

（保護者名） 様 

 

 あま市立   学校長  

 

    年  月  日受付の学校給食に関する申請書【様式 2】について、下記のとお

り決定しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

学 校 名                 学校 

対象児童生徒名    年  組  氏名 

対 応 の 期 間      年  月  日から    年  月まで 

対 応 内 容 

□ 飲用牛乳の除去 

□ 詳細な献立表の配付 

□ 盛り付け図の配付 

□ 飲用牛乳のみ飲用 

□ 完全弁当持参（給食欠食） 

□ その他（            ） 

そ の 他 

□ 宗教上の理由で食べられないため 

□ 乳糖不耐症のため 

□ その他 
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【様式 5】 

学校給食における食物アレルギー等対応中止の決定について（通知） 

 

    年  月  日 

（保護者名） 様 

 

あま市立    学校長  

 

    年  月  日受付の学校給食における食物アレルギー等対応中止申請書 

【様式 3】について、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

学 校 名                   学校 

対象児童生徒名     年   組  氏名 

対応中止時期     年   月  日から 

対応中止内容 

□ 主食（ □ 米 ・□ パン ・□ 麺 ）の除去 

（※該当する主食に☑） 

 

□ 飲用牛乳の除去 

 

□ 除去食（ □ 卵 ・ □ 乳 ） 

   （※該当する食品に☑） 

 

□ 詳細な献立表の配付 

 

□ 盛り付け図の配付 

 

□ 飲用牛乳のみ飲用 

 

□ 完全弁当持参（給食欠食） 

 

□ その他（              ） 

そ の 他  
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【様式６】 

食物アレルギー対応におけるヒヤリハット報告書  

 

 学校教育課長 様  

    年  月  日  時  分現在 

 学校等名称  

 校長  

 

作 成 者 

職 ・ 氏 名 
  連絡先  ０５２―      ― 

ヒヤリハット

事例報告者 

職

名 
 

氏

名 
 

発 生 日 時  

発 生 場 所  

内 容 

 

※必要に応じて

別 紙 提 出 

 

再 発 防 止 

対 応 策 

 

※必要に応じて

別 紙 提 出 

 

そ の 他 

参 考 事 項 
 

【報告を要するヒヤリハットの内容】 

  ① 児童生徒の健康に被害があるおそれがあった場合 

  ② 類似事例が多く発生することが考えられる場合 

  ③ 事故防止を受けた今後の対応が、他校・他施設と共有したいものである場合 
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【様式 7表面】 

面談記録票（個人調査票）           

 

 

            学校 
 

 年   組 

 

ふ り が な 

氏 名 
 実施日      年   月   日 

出席者 

保護者氏名（          ） 

校長、教頭、学級担任、養護教諭、栄養教諭・学校栄養職員、その他 

（                                        ） 

アレルゲン 具体的な食品名等 
特記事項を※番号で記入 

症状確認時期 
診断 
根拠 

摂取時に表
れた症状 

希望する対応 

1 卵        年   月頃 

2 乳        年   月頃 

3 小麦        年   月頃 

4         年   月頃 

5         年   月頃 

6         年   月頃 

7         年   月頃 

8         年   月頃 

 ※ 特  記  事  項 

診
断 
根
拠 

① 明らかな症状の既往 

② 食物経口負荷試験陽性 

③ ｌｇE抗体など検査試験結果が陽性 

摂
取
時
に
表
れ
た
症
状 

① 発赤、じんましんなど即時型皮膚症状 

② 湿疹など遅発型皮膚症状 

③ 口腔・粘膜症状 

④ 咳、ぜん鳴など呼吸器症状 

⑤ 腹痛、嘔吐など消化器症状 

⑥ アナフィラキシーショック症状 

⑦ その他（                                                         ） 

希
望
す
る
対
応 

① エピペン®の管理 

② 学校給食：完全弁当持参 

③ 
学校給食：ア 無配膳対応、イ 除去食提供対応、 ウ代替食対応（単品）、エ 代替食対応（調理） 

オ 一部弁当持参 

④ 食品を扱う授業・活動 

⑤ 体育・部活動等の運動を伴う授業や活動 

⑥ 校外活動（宿泊を伴う校外活動を含む） 

⑦ その他注意事項 
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【様式 7裏面】 

 

  

過去の 

発作事例

と症状 

年  月（  才）頃、原因食品（   ）、食後（  ）分、ショック症状（有・無） 

年  月（  才）頃、原因食品（   ）、食後（  ）分、ショック症状（有・無） 

年  月（  才）頃、原因食品（   ）、食後（  ）分、ショック症状（有・無） 

発
作
時
の
対
応 

（
養
護
教
諭
と
要
相
談
） 

発作時の対応手順 
 

治 

療 

薬 

内服薬 薬名（          ）学校に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                      ） 

吸入薬 薬名（          ）学校に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                      ） 

外用薬 薬名（          ）学校に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                      ） 

エピペン® 薬名（          ）学校に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                      ） 

食事と運動の関係（ 有 ・ 無 ） 

有の時の留意点  

学
校
生
活
上
の
留
意
点 

学校給食（当番、白衣等）  

食品を扱う授業・活動  

運動（体育・部活動等）  

遠足・職場体験等  

校外活動（宿泊を含む）  

その他の配慮・管理事項  

学
校
給
食
の
対
応 

面談時、確認した内容 

詳細な献立表の連絡

方法 

 

食物アレルギー対応

確認表の連絡方法 

 

献立変更時の連絡方

法 

 

弁当の保管方法  

その他 
 

保護者の要望等  
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【様式８】 

エピペン® 
 管理記録簿（例） 

 

対象者氏名：            預かった日付：  年  月  日 

エピペンの有効期限：   年  月  日 

No 持ち出し日時 持ち出し者 返却した日時 返却確認者 

１ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

２ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

３ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

４ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

５ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

６ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

７ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

８ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

９ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

10 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

 

※ 持 ち 出 し 者 が 責 任 を も っ て 返 却 す る こ と 。 返 却 確 認 者 は 、 持 ち 出 し 者 以 外 の 者 が 確 認 す る こ と 。 

 

 

  

® 
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１．申請について 

(1) 申請の流れ 

（ア）保育課は、次年度の対応について各保育園長へお知らせする。【文書１】 

 

（イ）各保育園では、毎年の新入園児の説明会の際に、保育園における食物アレルギー対

応の実施内容をお知らせする。【文書２】 

      対応を希望する方と、在園児で既に対応履歴のある方には、申請書類を配付する。 

   【文書３】 

 

（ウ）食物アレルギー対応等を希望する園児の保護者は、必要書類を添付して各保育園へ

申請する。【様式１】 

 

（エ）各保育園は、保護者から提出された申請書類をとりまとめ、期日までに保育課へ提

出し、子育て支援課はその対応を協議・決定する【様式１・様式２】 

 

（オ）保育課は、決定内容を学校教育課へ依頼し、学校教育課は申請内容を確認し対応す

る。  

 

（カ）保育課は、決定した内容を各保育園に通知する。【文書４】 

 

（キ）各保育園は保護者に通知する。【様式４-１】【様式４-２】 

 

 

 

（ア）保育課から各保育園長へお知らせする。 

   

      （ウ）申請                    （ 

 

（キ）通知          （カ）通知            

 

 
 
 

 

※除去食の新規対応者については、面談を必須とする。 

※申請は年度ごとに更新する。同じ内容であっても毎年度提出を求める。 

 

申請イメージ 

 

【保護者】 

 

【保育園】 

取りまとめ 

【保育課】 

対応を協

議・決定 

【学校教育課】 

対応の確認 

（イ）お知らせ

せ 

（エ）対応について 

書類提出 

 

（オ）対応について 

依頼 
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(2) 申請書類 

(ア) 食物アレルギーが理由の場合については、以下の通りとする。 

対 応 内 容 申請書類 添 付 書 類 

①除去食（卵・乳）の提供 

【様式１】 
・保育園におけるアレルギー疾患生活管理 

指導表または診断書 

②詳細な献立表 

③代替食の弁当等持参 

④完全弁当等持参 

 

(イ) 食物アレルギー以外が理由の場合（宗教上の理由を含む） 

食べることのできない食品がある場合や完全弁当持参を希望する場合は、「保育園給

食に関する申請書」【様式２】を提出する。疾病が理由で①～④の対応を希望する場

合は、保育園でのアレルギー疾患生活管理指導表または診断書を添付すること。 

 

(ウ) 保育園におけるアレルギー疾患生活管理指導表は毎年新しいものを提出すること。 

 

(エ) 除去食を提供する場合、内容を確認していただくため、詳細な献立表は必ず配付する。 

 

(オ) 除去食の新規対応の申請は前月５日を保育園への提出期限とする。 
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(3) 食物アレルギー対応を中止する場合 

(ア) 転出や食べられるようになった等の理由により、食物アレルギー対応が必要なくな

った場合、保護者は「食物アレルギー等対応中止申請書」を各保育園へ提出する。

年度切り替え時に中止する場合も同様とする。【様式３】 

除去食の中止対応は前月 20 日までに学校教育課に提出であれば翌月、それ以降は

翌々月の対応とする。 

 

(イ) 各保育園は、保護者から提出された申請書の内容を確認し、対応の中止を保育課に

提出する。 

 

(ウ) 保育課は、その対応について協議・決定し、保育園へ通知する。 

 

(エ) 保育課は、学校教育課へ依頼をし、学校教育課は速やかにその対応を中止する。 

 

(オ) 各保育園は、決定した内容を保護者へ通知する。【様式５】 

 

 

 

                     

       （ア）申請         （イ）提出          （エ）依頼 

 

（（オ）通知         （ウ）通知            

 

 

 

  

中止する場合の申請イメージ 

 

【保護者】 

    

【保育園】

確認 

 

 

【保育課】 

対応を協議・決定 

 

【学校教育課】 

対応の確認 
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(4) 個別面談 

 除去食の提供にあたり、新規で対応する場合は面談を実施する。継続の場合は保護

者の希望に応じて実施するが、症状に変化があった場合や除去に関し希望・相談等が

ある場合は面談を実施する。【様式７】 

 なお、年度途中で症状に変化があった場合や除去等に新たな相談等があった場合は、

申し出があれば時期に関係なくその都度面談を実施する。 

 また、保護者が希望しない場合でも、保育園及び保育課が必要と判断した場合は

面談を実施する。 

 

 ※様式７については参考様式であり、既に類似の様式を使用している保育園につ

いては、そのまま使用することとする。 

 

(5) 除去食実施決定の基準 

基本的な実施判断基準は以下のとおりとする。 

(ア) 医師の診察・検査により、食物アレルギーと診断され、原因食品（アレルゲン）が特

定されていること。 

(イ) 明らかな症状の既往があること。 

(ウ) 家庭でも原因食品の除去を行うなど、医師の診断に基づいて食事療法を行っているこ

と。 

(エ) 症状が重篤でなく、学校給食センターでの調理対応が可能なこと。 
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(6) 資料の配付 

(ア) 申請があった書類について保護者へ配付する。 

(イ) 保護者は家庭で献立表、詳細な献立表などを用いて、毎月の献立の主食・飲用牛乳・

副食・おやつについてアレルゲンの有無を確認する。 

(ウ) 保護者は除去食一覧表がある場合、サインをして保育園へ提出する。給食で食べられ

ない献立、代替品を持参する料理などについては、献立表や連絡帳などを通して保育

園に連絡する。 

(エ) 保護者から提出された書類については保育園が確認し、関係者への連絡が必要な場合

は連絡する。除去食一覧表（保護者返却用）は学校教育課へ写しを送付する。 

 

 

 

  

資料名 内  容 配付先 

詳
細
な
献
立
表 

前期（４～９月）使用

分使用材料配合表 

後期（１０～３月）使

用分使用材料配合表 

前期及び後期に使用する食材についての

使用材料配合表。 

4 月と９月に配付。 

保護者 

園長代理（又は

統括主任） 

○月分 詳細な献立表 １か月の献立に使用する食材についての

可食量と使用材料配合を記載した献立表。 

毎月配付。 

保護者 

園長代理（又は

統括主任） 

〇月分 除去食一覧表 １か月の献立のうち除去食を提供するも

のについて記載した一覧表。 

対象者のみ毎月配付。 

保護者２部 

担任 

園長代理（又は

統括主任） 

配膳員 
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＜年間の使用材料配合表（例）＞ 
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＜詳細な献立表の例＞ 〇月分 
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〈除去食一覧表（例）〉  

【卵・乳除去の対象者に配付される除去食一覧表（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○○年度 ○月分　除去食一覧表

★アレルギー資料は個人情報になりますので、シュレッダーで処理等取り扱いには注意してください。

日付 曜日 アレル
ゲン 献立 除去する食材 保育園名 学年 クラス 氏名 除去食希望

８ 金 卵 かきたま汁 卵 昭和保 1 1 美和　太朗 あり  ・ なし

２１ 木 乳 コーンクリームスープ 牛乳 昭和保 1 1 美和　太朗 あり  ・ なし

　  　　　年　　　月　　　日　　保護者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　）

確認後は速やかに保育園へ提出してください。

　＜担当＞

　学校給食センター　　保育園栄養士

　電話番号：052-441-7666

　卵・乳以外のアレルゲンについては、対応することができません。入っている食材等を確認していただき、除去食を
希望する場合は「あり」、希望しない場合は「なし」に○をつけてください。希望なしの場合は提供しません。
※卵・乳の食べられるレベル（量や料理状況など）による除去食提供の有無の希望は受付できません。卵以外のア
レルゲンが入っていることが理由の場合のみ、希望によりその除去食の提供を中止させていただきます。

　上記記載の除去対応を確認しました。記載されていない料理は、弁当を持参するなど家庭で対応します。

※保護者から返却された「保護者返却用除去食一覧表」は、原本は保育園保管とし、コピーを給食センターへ送付してください。
　また、園内でも担任・アレルギー主任、配膳員用務員等関係する職員で、除去食希望の有無を周知してください。
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２．除去食提供までの流れについて 

 

          学校教育課 

事前 

（毎月）                           保育園  

      

 

 

                          保護者 

     

 

保育園 

                                     

 

学校教育課 

当日 

            配送員 

 

 

            配膳員 

 

 

            担任・園長代理等 

 

            園児 

 

①詳細な献立表の作成

②詳細な献立表の配付

③除去食一覧表を保育園へ提出

④除去食一覧表の写しを学校教育課へ送付

（原本は保育園保管）

⑤除去食を配送員へ渡す

⑥各保育園の配膳員へ渡す

⑦各保育園の担当者へ渡す

⑧保育園児への提供

⑨喫食

※学校教育課は、保護者から提出された 

内容に誤りや疑問があれば、必ず確認すること。 

※園長は、保護者から提出された内容に誤りや 

疑問があれば、必ず確認すること。 
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３．各施設での対応について 

(1) 学校給食センターでの対応 

（ア）除去食の提供 

   「あま市給食における食物アレルギー対応の基本方針」に基づき、除去食を調

理する。 

 

（イ）詳細な献立表 

   給食の原材料を詳細に記入した献立表を毎月配付する。新たな対応者について

は学校教育課で受け付けた日より７日後から対応を開始する。 

 

（ウ）除去食対応のための整備 

   除去食対応を行うに当たっては、調理器具や食器、食品の管理、調理担当者及

び調理作業場所を区別する。 

 

（エ）検収時の確認 

   検収された商品は、検収担当者が食品やメーカー名を確認し記録する。決定食

品と異なる食品が納品された際は速やかに保育園栄養士に連絡をする。 

 

（オ）調理時の確認 

  ・食物アレルギー除去食担当者は、他の調理員と違う色のエプロンを着用するな

どして作業を行う。 

  ・除去食担当者は調理指示書、作業工程表や作業動線図に基づいて作業する。調

理作業はアレルゲン混入防止の確認を行う。 

  ・混入を防ぐため、アレルギー専用調理室において調理する。 

  ・事前に決められた確認箇所での確認を徹底する。流れ作業にならないように配

慮し、安全確保に努める。 

  ・一般の給食と同じように温度管理、保存食の採取、検食を行う。 

  ・アレルゲンの混入や取り忘れが起こった場合は、提供を中止する。 

 

（カ）配食時の確認 

  ・材料表、調理指示書をもとに誤った調理がないか再度チェックをする。 

  ・食物アレルギー除去食の個人容器は、組名前を明記した除去食確認表を付けて

コンテナに積み込む。 
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(2) 配送車・配膳室の対応 

(ア) 配送員は、コンテナ内の除去食を確認する。 

(イ) 配膳員は、コンテナ到着後速やかに、当日の除去食対応者の数、名前等を確認して

から受け取る。 

(ウ) 配膳員は、食品が保育園に納入業者から直接納入されるデザート等については、各

保育園で確実に検収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受け渡し時には必ず確認サインをすること。 

 

(3) 保育室等での対応 

(ア) 専用容器に記載されている名前の確認を行う。 

(イ) 保育室内で担任等は、喫食する前に必ず配膳された内容を再確認する。 

(ウ) 専用容器に入っている除去食と同じおかず（他の園児の残り）のおかわりは禁止と

する。 

 

(4) 全ての施設での対応 

   食物アレルギー対応に携わる全ての関係施設において、以下の場合、「食物アレルギー 

 対応におけるヒヤリハット報告書」【様式６】を学校教育課へ提出すること。 

 

(ア) 園児の健康に被害がある恐れがあった場合。 

(イ) 類似事例が多く発生することが考えられる場合。 

日付 曜日 アレルゲン 献立 除去する食材 園名 クラス 氏名 

9 金 卵 かきたま汁 卵 七宝北部 さくら 七宝 花子 

 調理員 コンテナ室 配膳員 保育園 

名前（印鑑不

可） 

    

受け取った時刻   時  分   時  分   時  分   時  分 

容器に入れた

時刻 

コンテナに 

入れた時刻 

配膳室で受け 

取った時刻 

担任など担当の方が 

受け取った時刻 

※ この表は必ず当日給食センターへ容器と共にカゴに入れて返却してください。 

除 去 食 確 認 表 
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(ウ) 事故防止を受けた今後の対応が、他園・他施設と共有したいものである場合。 

 

４．緊急時の対応について 

  食物アレルギーの症状が現れたら、あらかじめ決められた保育園内の役割分担

に従い各職員が対応する。保護者との連絡がとれない場合でも適切な対応ができ

るように、薬の服用やエピペン® 

 を使用するタイミングについて、事前に保護者

と共通理解を図っておく必要がある。 

  食物アレルギーは保育園で初めて発症することも珍しくなく、給食の時間や保

育室内だけで起きるとは限りません。運動に関連したアレルギーでも、運動その

ものが原因となる運動誘発アナフィラキシーや、原因となる食物を摂取した後運

動することで起きる食物依存性運動誘発アナフィラキシーがあります。厚生労働

省からの「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（2019 改訂版）を活

用して、全ての職員等が正しい知識をもつとともに、緊急時に対応できるように

研修をし、いつでもだれもが対応できるようにしておくことが必要です。 
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（1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保育園においては、教職員を保育士に読み替え対応すること。 

・一人で対応せず、必ず複数人で対応すること。 

・園長は、予め保育士等の役割分担をしておくこと。 

・保育士等は、自分の役割について十分に理解しておくこと。 

・定期的に緊急時対応の訓練を実施すること。 

・保育園でエピペン® 
 を管理する場合は、管理記録簿【様式 8】を作成するな

ど返却までの管理を行うこと。 

・個人でエピペン® 
 を管理する場合は、緊急時個別対応マニュアル（P69）

に保管場所について明記しておくこと。 

  

緊急時の役割分担及び連絡体制 
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 （2） 

  

  

※エピペン® 
 の使用は躊躇しないことが重要である。 
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（3）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親指を立てて握らない！ 

エピペン® 
 の処方されている患者でアナフィラキシーショックを疑う場合、

下記の症状が一つでもあれば使用すべきである。 
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（4） 
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（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・救急に伝える電話番号は、常に児童等の様子を伝えることができるように、

携帯電話もしくはコードレス電話が使用できる電話番号を伝えること。 

・使用したエピペン® 
 は、救急隊員に渡すこと。 
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（６） 

 

    組 男・女 氏名       アレルゲン食品（       ） 
●緊急時薬〈保管場所                〉 

分類 薬剤名 使うべき症状 使い方 

抗ヒスタミン薬  じんましん・かゆみ・紅斑 内服 

ステロイド  症状が続くとき 内服 

気管支拡張薬  咳・ゼイゼイ・息苦しさ 内服・吸入 

●エピペン 
 あり〈保管場所                   〉・ 保護者所持 ・ 処方なし 
●連絡先 

保護

者 

℡（    ）  －    氏名           （続柄    ） 
℡（    ）  －    氏名           （続柄    ） 

医療

機関 

℡（    ）  －    病院名       （医師       ） 
℡（    ）  －    病院名       （医師       ） 

   

                症状チェック！    時  分  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

参考：東京都「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」 

名古屋市「アレルギー緊急時対応マニュアル」 

□ ぐったり 

□ 意識もうろう           

□ 尿や便をもらす 

□ 脈をふれにくい、不規則 

□ 唇や爪が青白い 

（  時  分） 

□ 中等度のおなかの痛み 

□ １～２回のおう吐 

□ １～２回の下痢 

（  時  分） 

□  

□ のどや胸のしめつけ感 

□ 声がかすれる 

□ 犬が吠えるような咳 

□ 息がしにくい 

□ 持続する強いせき込み 

□ ぜーぜーする呼吸 

（  時  分） 

□  

 

□ 数回の軽い咳 

 

（  時  分） 

□ 持続する強い（我慢でき

ない）おなかの痛み 

□ 繰り返し吐き続ける 

（  時  分） 

□  

□ 軽いおなかの痛み 

（我慢できる） 

□ 吐き気 

（  時  分） 

□  

□ 顔全体の腫れ 

□ まぶたの腫れ 

 

（  時  分） 

 

□ 目のかゆみ・充血 

□ 口の中の違和感・腫れ 

□ くしゃみ･鼻水･鼻づまり 

（  時  分） 

□  

□ 強いかゆみ 

□ 全身に広がるじんましん 

□ 全身が真っ赤 

（  時  分） 

□ 軽度のかゆみ 

□ 数個のじんましん 

□ 部分的な赤み 

（  時  分） 

□  

全
身 

呼
吸
器 

消
化
器 

顔 

皮
膚 

 エピペン® 
 使用 

 救急車要請 
 ショック体位 
 心肺停止？ 

   →蘇生開始・ＡＥＤ 

 

 

上記の症状が 

1つでもあてはまる場

合 

1つでもあてはまる場合 1つでもあてはまる場合 

保健室へ運ぶ(歩かせない) 
緊急時薬使用 
エピペン

® 
 準備 

医療機関へ(救急車考慮) 

 保健室で経過観察 
 緊急時薬使用 
 保護者に連絡 

①体温     ℃ 

②脈     回/分(不正 有・無) 

③呼吸数   回/分 

④血圧 最高    /      最低 

緊急時個別対応マニュアル 
 

  ） 

 

園児の顔写真 
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【文書１】 

 

  年  月  日 

  各 保 育 園 長 様 

 

子ども健康部保育課長 

 

 

 

年度あま市保育園給食における食物アレルギー対応について 

 

年度あま市保育園給食における食物アレルギー対応については、下記のとお

りです。 

保護者から申請された書類を確認し、  年  月  日までに保育課に提出し

てください。 

 

記 
 

１ 食物アレルギー対応について 

（１）食物アレルギーに対して、①～④の対応を実施する。 

 対 応 内 容 備 考 

① 除去食（卵・乳）の提供 
学校給食センターで作るおかずについて、卵・

乳を除去したおかずを提供する。 

② 詳細な献立表の配付 
給食の原材料を詳細に記入した献立表を毎月配

付する。 

③ 代替食の弁当等持参 
給食に食べられないもの（おやつを含む）がある

場合は代替食を家庭より持参とする。 

④ 完全弁当等持参 保育園給食を提供しない。 

 

（２）食物アレルギー以外の理由（宗教上の理由を含む）で食べることのできない

食品がある場合や弁当等持参を希望する場合は、「保育園給食に関する申請書」

【様式２】を使用する。 

 

２ 食物アレルギー対応等に関する申請について 

(ア) 各保育園は食物アレルギー対応について、保護者へお知らせする。 

(イ) 対応または対応中止を希望する保護者は、必要書類を保育園へ提出する。 

(ウ) 保育園は申請書類について対応を協議し、保育課へ提出する。 

(エ) 保育課は対応を協議し、申請書に基づき取りまとめた表と様式１の写しを学

校教育課へ提出し、依頼する。 

(オ) 保育課は、各保育園に決定を通知する。 

(カ) 各保育園は、保護者に通知を送付する。 

 

※新規除去食対応者については面談を必須とする。 
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【文書 2 表面】 

 

 年  月  日 

  保護者各位 

 

あま市立    保育園 

                              

 年度あま市保育園給食における食物アレルギー対応について 

 

 

   年度あま市保育園給食における食物アレルギー対応については、下記のと

おりです。 

対応を希望される方は、申請書類をお渡ししますので、  年  月  日まで

に保育園に申し出てください。申請書類は  年  月  日までに保育園に提出

してください。 

 

記 

 

食物アレルギー対応について 

あま市学校教育課では食物アレルギーに対して、下の①～④の対応を実施します。 
 

 対 応 内 容 備 考 

① 除去食（卵・乳）の提供 

学校給食センターで調理するおかずについて、

卵・乳を除去したおかずを提供します。（除去で

きないおかずもあります。除去できる献立につ

いては毎月事前にお知らせします。） 

② 詳細な献立表の配付 
給食の原材料を詳細に記入した献立表を毎月配

付します。 

③ 代替食の弁当等持参 
給食に食べられないもの（おやつを含む）がある

場合は代替食を家庭より持参となります。 

④ 完全弁当等持参 保育園給食を提供しません。 

 

  対応の実施に関しては、申請書及び保育園におけるアレルギー疾患生活管理指導

表、またはそれに該当する医療機関からの診断書（写し可）の提出が必要になりま

す。 

  保育園におけるアレルギー疾患生活管理指導表は、医師が診断の結果に基づいて、

園児のアレルギー疾患の情報を記載する書類として、厚生労働省の「保育所におけ

るアレルギー対応ガイドライン」で定められたものです。 

  なお、医療機関での保育園におけるアレルギー疾患生活管理指導表の作成に当た

っては、医療文書料がかかりますので、ご承知おきください。 

食物アレルギー以外の理由で対応が必要な場合も保育園に申し出てください。 

 ＊申請は毎年必要となります。 

裏面に続きます 
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【文書 2 裏面】 

 

＜給食について＞ 

・保育園給食はおやつを含みます。 

・給食・おやつの中で、お子さんが食べられないものが含まれていた場合は、代替食

を家庭より用意をして頂くことになりますので、ご協力をお願いします。 

・保育園給食においては、コンタミネーション※ 

 （微量混入）の可能性は完全には排

除できません。ご理解をお願いします。 

・そばと落花生は使用しません。ただし、使用する加工品及び直送品のコンタミネー

ションの可能性は完全には排除できません。 

・学校給食センターで調理する食品は原則加熱して提供します。果物や直送のデザー

ト、タルタルソース等については加熱されていない場合もあります。 

・揚げ油は、３・４回程度使用します。アレルゲンを考慮しての油の交換はできませ

ん。 

※コンタミネーションとは、食品を生産する際に、原材料として使用していないにも

かかわらず、意図せずに混入してしまう場合をいいます。 
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【文書 3 表面】 

 

保護者各位 

 

あま市立    保育園 

                              

 

  年度あま市保育園給食における食物アレルギー対応について 

 

  年度あま市保育園給食における食物アレルギー対応については、下記のとお

りです。 

対応を希望される方は、必要書類を   年  月  日までに保育園へ提出し

てください。 

記 
 

１ 食物アレルギー対応について 

あま市学校教育課では食物アレルギーに対して、下の①～④の対応を実施します。 

 

 対 応 内 容 備 考 

① 除去食（卵・乳）の提供 

学校給食センターで調理するおかずについて、

卵・乳を除去したおかずを提供します。（除去で

きないおかずもあります。除去できる献立につ

いては毎月事前にお知らせします。） 

② 詳細な献立表の配付 
給食の原材料を詳細に記入した献立表を毎月配

付します。 

③ 代替食の弁当等持参 
給食に食べられないもの（おやつを含む）がある

場合は代替食を家庭より持参となります。 

④ 完全弁当持参 保育園給食を提供しません。 

 

 ＜給食について＞ 

・ 保育園給食はおやつも含みます。 

・ 給食・おやつの中で、お子さんが食べられないものが含まれていた場合は、代

替食を家庭より用意をして頂くことになりますので、ご協力をお願いします。

代替食については別紙を参照してください。 

・ 保育園給食においては、コンタミネーション※ 

 （微量混入）の可能性は完全に

は排除できません。ご理解をお願いします。 

・ そばと落花生は使用しません。ただし、使用する加工品及び直送品のコンタ

ミネーションの可能性は完全には排除できません。 

・ 学校給食センターで調理する食品は原則加熱して提供します。果物や直送の

デザート、タルタルソース等については加熱されていない場合もあります。 

・ 揚げ油は、３・４回程度使用します。アレルゲンを考慮しての油の交換はでき

ません。 

  ※コンタミネーションとは、食品を生産する際に、原材料として使用していない

にもかかわらず、意図せずに混入してしまう場合をいいます。 
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【文書 3 裏面】 

 

【対応申請書類について】 

  

対 応 内 容 提 出 す る 様 式 添 付 書 類 

①除去食（卵・乳）

の提供 

【様式 1】 
食物アレルギー対応

申請書 

・保育園におけるアレルギ

ー疾患生活管理指導表ま

たは診断書 

②詳細な献立表の

配付 

③代替食の弁当等

持参 

④完全弁当等持参 

 

 食物アレルギー以外の理由（宗教上の理由を含む）で食べることのできない食 

品がある場合や弁当等持参を希望する場合は、「保育園給食に関する申請書」 

【様式２】を提出してください。 

 

様 式 添 付 書 類 

【様式２】 保育園給食に関する申請書 

・疾病が理由で①～④の対応

を希望する場合は、保育園

におけるアレルギー疾患生

活管理指導表または診断書 

※保育園におけるアレルギー疾患生活管理指導表は毎年新しいものを提出してく 

ださい。 

※除去食を提供する場合、内容を確認していただくため、詳細な献立表は必ず配付 

させていただきます。 

※除去食の対応は月単位での対応となります。年度途中の申請は、前月５日までに

保育園へ提出してください。 
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＜別紙＞ 

代替食についてのお願い 

 

 保護者の方には、詳細な献立表を用いてお子さんの食物アレルギーの確認をし、

代替食をお願いします。その際に以下の点にご注意ください。 

 

 ・保育園給食の代替食は、食べ物が傷まないような状態でお持ちください。 

（気温が高い夏場などは、必ず保冷剤を入れてください） 

 

 ・冷蔵庫保存が必要な「要冷蔵」のものは、保育園で管理ができませんので用意

しないでください。 

 

 ・おやつ（午前、午後、延長保育）について、衛生上、未開封の個包装のものを

用意してください。 

 

 ・代替食は、食物アレルギーの原因となるものが含まれていないものを用意して

ください。 

 

 ※保育園給食の飲み物（牛乳、ジュース）にアレルゲンが含まれる場合、お茶で

代用します。 
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【文書 4】 

 

 

保育園給食における対応の決定について（通知） 

 

 

  年  月  日 

 

（あて先） 保育園長 

                    子ども健康部保育課 

                         

 

 

    年度の保育園給食における対応申請について、別紙のとおり承認しますの 

でお知らせします。 

 なお、園児の保護者への通知をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      取扱い担当     保育課  電話  ４４４－３１７３ 
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【様式 1表面】 

食物アレルギー対応申請書（新規・継続） 

 
提出日    年  月  日 

あま市立         保育園長 様 

保護者氏名            

ふ り が な 

園 児 氏 名 

 
生 年 月 日 

   年  月  

日 

組名（提出時）             組 

連 絡 先 Tel（    ）   －      

 

○ 転園前の保育園・幼稚園での対応（転入時のみ記入） 

園    名  給 食 対 応 有・無・毎日弁当 

これまでの        

給食対応内容 

 

 

○ 保育園給食での食物アレルギー対応について次の対応を希望します。 

（該当する項目全てに☑） 

□ 除去食（ □ 卵・□ 乳 該当する品目に☑ ）の提供  

※新規で対応を希望する方は面談を実施させていただきます。 

※除去食希望及び代替え食の弁当持参の方は「詳細な献立表の配付」にも☑ 

□ 詳細な献立表の配付  

□ 代替食の弁当等持参 

□ 完全弁当等持参 

□ その他希望する事柄（                     ） 

 

※保育園におけるアレルギー疾患生活管理指導表、またはそれに該当する医療機関か

らの診断書を添付してください。 

                               裏面に続きます。 
 

提出確認（保育園） 

受 付 年 月 日 園長 園長代理 統括主任 
主任保育士 

（ｱﾚﾙｷﾞｰ主任） 
担任保育士 

年  月  日      

提出確認（保育課） 

受 付 年 月 日 課長 保育士長 担当者 
 

開始日 

年  月  日    

 

／ 
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【様式１裏面】 

 

○ 食物アレルギー対応の実施にあたり、次のことを理解して同意します。 

（確認の上、全ての項目に☑） 

□ 申請内容は審査の結果により全て実現するとは限らず、改めて詳細な面談等 

行った後に決定すること。 

□ 定期的及び必要に応じて、対応内容について保育園と協議する必要があること。 

□ コンタミネーションの可能性が完全には排除できないこと。 

□ 栄養・献立面で不足が生じる可能性があること。 

□ 栄養・献立面で不足が生じ、弁当等持参が必要な場合があること。 

□ 保育園給食を安全に提供することが困難な場合は、弁当等持参となる場合があ

ること。 

□ 提出していただいた情報は、学校教育課・消防機関等対応に関わる機関と共有

すること。 

□ 緊急時にレトルトカレー、コーンスープを使用すること。（配合表は必ず確認す

ること） 

 

※下の項目は、除去食（卵・乳）の提供を希望する方のみご記入ください。 

□ 学校教育課で除去食対応する食品についてのみ毎月通知し、その他のアレルゲ

ンを含む食品については各自で確認すること。 

 

【面談】 

・新規で除去食（卵・乳）を希望される方 → 面談を実施します。 

・上記以外で面談を希望する方 → 下の＜備考＞に「面談希望」とご記入ください。 

※保育園や学校教育課が必要と判断した場合は、面談を実施させていただく事があ 

ります。 

※年度途中で症状に変化がある場合や面談を希望する場合は、随時保育園へご連絡 

 ください。 

 

＜備考＞ 連絡事項等がございましたらご記入ください。 
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記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

電
話

医
師

名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
印

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

自
署

□

医
療

機
関

名
[除

去
根

拠
]

該
当

す
る

も
の

全
て

を
《

》
内

に
番

号
を

記
載

①
明

ら
か

な
症

状
の

既
往

②
食

物
負

荷
試

験
陽

性
③
Ig
E抗

体
等

検
査

結
果

陽
性

④
未

摂
取
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【様式 2（食物アレルギー以外の理由）】 

 

保育園給食に関する申請書 
 

 年   月   日 

  

あま市立         保育園長 様 

 

申請者 保護者名         

    電話番号 

 

保育園給食に関して、下記の事項を希望します。 

 

記 

 

 園
（ふ

 児
り
 氏

が
 名

な）
     組    氏名 

対 応 事 項 
（該当する□に✔し、その

他は内容を記入してくださ

い。） 

□ 詳細な献立表の配付 

□ 代替食の弁当等持参 

□ 完全弁当等持参 

□ その他（            ） 

理 由 

□ 宗教上の理由で食べられないため 

□ 乳糖不耐症のため 

 

□ その他 
 

※ 疾病が理由で対応を希望する場合、保育園におけるアレルギー疾患生活管理指導

表または診断書を添付してください。 

 

提出確認（保育園） 

受付年月日 園長 園長代理 統括主任 
主任保育士 

(ｱﾚﾙｷﾞｰ主任) 
担任保育士 

年  月  日      

提出確認（保育課） 

受付年月日 課長 保育士長 担当者  開始日 

年  月  日    

 

／ 
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【様式 3】 

 

食物アレルギー等対応中止申請書 
 

   年   月  日 

あま市立        保育園長 様 
  

申請者 保護者名           

    電話番号 

 

食物アレルギー等の対応中止を下記のとおり申請します。 
 

記 

 

 
 
 

提出確認（保育園） 

受付年月日 園長 園長代理 統括主任 
主任保育士 

(ｱﾚﾙｷﾞｰ主任) 
担任保育士 

年  月  日      

提出確認（保育課） 

受付年月日 課長 保育士長 担当者  開始日 

年  月  日    

 

／ 

 

 

 

園
（ふ

 児
り
 氏

が
 名

な）
   組    氏名 

対応中止内容 

 
（中止する□に✔をつけ、

除去食は該当するものにも 

□に✔をつけてください。） 

□ 除去食（ □ 卵 ・ □ 乳 ） 

□ 詳細な献立表の配付 

 □ 代替食の弁当等持参 

□ 完全弁当等持参 

□ その他（            ）  

理 由 
（必ず記入してください。） 

（例）食べられるようになったため。保育園を退所のため。 
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【様式 4-1】 

 

保育園給食における食物アレルギー対応の決定について（通知） 

 

  年  月  日 

 

（保護者名） 様 

 

あま市立    保育園長   

 

 

 年  月  日受付の保育園給食における食物アレルギー対応申請書【様式 1】

について、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

保 育 園 名                  保育園 

園 児 氏 名      組   氏名 

対 応 の 期 間   年  月  日から    年３月まで 

対 応 内 容 

□ 除去食（ □ 卵 ・ □ 乳 ） 

□ 詳細な献立表の配付 

 □ 代替食の弁当等持参 

□ 完全弁当等持参 

□ その他（            ）  

確 認 内 容 
  年  月  日の保育園におけるアレルギー疾患生

活管理指導表もしくは診断書による医師の指示 

そ の 他 

除去対応できる献立については、毎月、除去食一覧表でお知

らせします。 

除去対応しない献立については、詳細な献立表を見て、ご家

庭でアレルゲンの有無のご確認をお願いいたします。 

 対応を中止する場合は、保育園へ連絡し「食物アレルギー等

対応中止申請書」【様式 3】を提出してください。 
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【様式 4-2】 

 

保育園給食における対応の決定について（通知） 
 

  年  月  日 

 

（保護者名） 様 

 

あま市立    保育園長   

 

 

  年  月  日受付の保育園給食に関する申請書【様式 2】について、下記の

とおり決定しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

保 育 園 名                 保育園 

園 児 氏 名      組    氏名 

対 応 の 期 間      年  月  日から    年３月まで 

対 応 内 容 

□ 詳細な献立表の配付 

□ 代替食の弁当等持参 

□ 完全弁当等持参 

□ その他（            ） 

そ の 他 

□ 宗教上の理由で食べられないため 

□ 乳糖不耐症のため 

 

□ その他 
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【様式 5】 

 

保育園給食における食物アレルギー等対応中止の決定について（通知） 

 

  年  月  日 

 

（保護者名） 様 

 

あま市立      保育園長   

 

 

  年  月  日受付の保育園給食における食物アレルギー等対応中止申請書

【様式 3】について、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

記 
 

 

保 育 園 名                   保育園 

園 児 氏 名      組    氏名 

対応中止時期    年  月  日から 

対応中止内容 

□ 除去食（ □ 卵 ・ □ 乳 ） 

□ 詳細な献立表の配付 

 □ 代替食の弁当等持参 

□ 完全弁当等持参 

□ その他（            ）  

そ の 他  
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【様式 6】 
 

 

食物アレルギー対応におけるヒヤリハット報告書  

 

 学校教育課長 様 

  年  月  日  時  分現在   

 保育園名称  

 園長  

 

作 成 者 

職 ・ 氏 名 
 連絡先     ―      ― 

ヒヤリハット

事例報告者 

職

名 
 

氏

名 
 

発 生 日 時  

発 生 場 所  

内 容 

 
※必要に応じて

別 紙 提 出 

 

再 発 防 止 

対 応 策 

 
※必要に応じて

別 紙 提 出 

 

そ の 他 

参 考 事 項 
 

【報告を要するヒヤリハットの内容】 

  ① 園児の健康に被害があるおそれがあった場合 

  ② 類似事例が多く発生することが考えられる場合 

  ③ 事故防止を受けた今後の対応が、他園・他施設と共有したいものである場合 
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【様式７】 

面談記録票（個人調査票）           

            保育園 
 

      組 
 

ふ り が な 

氏 名 
 実施日     年  月  日 

出席者 保護者氏名（          ）  園長、その他（            ） 

アレルゲン 具体的な食品名等 
特記事項を※番号で記入 

症状確認時期 診断 
根拠 

摂取時に表
れた症状 

希望する対応 

1 卵        年   月頃 

2 乳        年   月頃 

3 小麦        年   月頃 

4         年   月頃 

5         年   月頃 

6         年   月頃 

7         年   月頃 

8         年   月頃 

 ※ 特  記  事  項 

診
断 
 
根 
拠 

① 明らかな症状の既往 

② 食物経口負荷試験陽性 

③ ｌｇE抗体など検査試験結果が陽性 

摂
取 
時
に 
表
れ 
た
症 
状 

① 発赤、じんましんなど即時型皮膚症状 

② 湿疹など遅発型皮膚症状 

③ 口腔・粘膜症状 

④ 咳、ぜん鳴など呼吸器症状 

⑤ 腹痛、嘔吐など消化器症状 

⑥ アナフィラキシーショック症状 

⑦ その他（                                                         ） 

希
望
す
る
対
応 

① エピペン®の管理 

② 給食：完全弁当持参 

③ 
給食：ア 無配膳対応、イ 除去食提供対応、 ウ代替食対応（単品）、エ 代替食対応（調理） 

オ 一部弁当持参 

④ 食品を扱う活動 

⑤ 運動を伴う活動 

⑥ 園外活動 

⑦ その他注意事項 

㊙ 
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（うら） 

 

過去の 

発作事例

と症状 

年  月（  才）頃、原因食品（    ）、食後（  ）分、ショック症状（有・無） 

年  月（  才）頃、原因食品（    ）、食後（  ）分、ショック症状（有・無） 

年  月（  才）頃、原因食品（    ）、食後（  ）分、ショック症状（有・無） 

発
作
時
の
対
応
（
職
員
と
要
相
談
） 

発作時の対応手順  

治 

療 

薬 

内服薬 
薬名（         ）保育園に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                      ） 

吸入薬 
薬名（         ）保育園に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                      ） 

外用薬 
薬名（         ）保育園に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                      ） 

エピペン® 
薬名（         ）保育園に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                      ） 

食事と運動の関係（ 有 ・ 無 ） 

有の時の留意点  

保
育
園
生
活
上
の
留
意
点 

給食、おやつ 
 

運動 
 

遠足等園外活動 
 

その他の配慮・管理事項 
 

給
食
の
対
応 

面談時、確認した内容 

詳細な献立表の連絡方法  
 

食物アレルギー対応

確認表の連絡方法 

 

献立変更時の連絡方法 
 

弁当の保管方法 
 

その他 

 

保護者の要望等  
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【様式８】 

エピペン® 
 管理記録簿（例） 

 

対象者氏名：        預かった日付：  年  月  日 

エピペンの有効期限：   年  月  日 

No 持ち出し日時 持ち出し者 返却した日時 返却確認者 

１ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

２ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

３ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

４ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

５ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

６ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

７ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

８ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

９ 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

10 
年  月  日 

時   分  
年  月  日 

時   分 
 

 

※ 持 ち 出 し 者 が 責 任 を も っ て 返 却 す る こ と 。 返 却 確 認 者 は 、 持 ち 出 し 者 以 外 の 者 が 確 認 す る こ と 。 

 

 

  

® 
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